
広島市告示（中区）第 ２９ 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ７ 日 

 

兼用工作物（市道中１区比治山庚午線と平和大通り公園）に関し、道路法（昭和 27 年

法律第 180 号）第２０条第１項及び第５５条１項並びに都市公園法（昭和 31 年法律第

79 号）第５条の１０第１項及び第１２条の６の規定に基づき、道路管理者広島市（中区

建設部維持管理課）と公園管理者広島市（中区建設部維持管理課）との間で、「市道比

治山庚午線（中区）と平和大通り公園との兼用工作物管理協定」における第２条から第

７条までの規定の適用について、次のとおり定めました。 

 

 

 

広島市長  松井 一實     

 

 

 

 １ 適用する兼用工作物の範囲 

   広島市中区鶴見町１番地先から宝町１番地先のうち別図に定める部分 

 

 ２ 効力発生日 

   令和８年４月１日 

 

 












